
令和7年度新潟県委託事業

申請書類の記載方法

新潟県価格高騰対応設備導入補助金事務局

価格高騰対応設備導入補助金
令和7年度 中小企業等原油・原材料価格高騰等対応設備導入緊急支援事業補助金

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの動画では、価格高騰対応設備導入補助金の申請書類について、記入方法や注意点をご説明させていただきます。



提出していただく書類について（１）э

申請様式
（ご記入いただく書類）

01_R7_youshiki

0418.xlsx

設備写真台帳
（参考様式）

04_photo_daicho

0419.xlsx

申請様式記入例

01_R7_es_entry

_guide.pdf

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
申請書類は、本補助金ホームページの「令和7年度価格高騰等対応設備導入補助金申請手続きについて」、�最下段の「申請書類等ダウンロード」にある、「申請様式」および「設備写真台帳」です。�Excelファイルの申請様式、設備写真台帳の参考様式、PDFファイルの申請様式記入例をダウンロードしてご利用ください。ご記入いただく書類は「01_R7_youshiki0418.xlsx」です。�なお、申請にあたっては、令和7年度の申請書類をご使用ください。令和４年度版〜令和6年度版の申請書類では申請できませんので、必ず最新の申請書類をご使用ください。



提出していただく書類について（２）

⑪ 第7号_中止（廃止）承認申請書

⑫ 第8号_完了延期報告書

⑬ 補助対象要件及び申請書類チェック表（実績報告時）

⑭ 第9号_実績報告書

⑮ 第10号_事業実績書

⑯ 第11号_収支実績書

⑰ 第12号_取得財産等管理台帳

⑱ 別紙3CO2排出量算出シート（実績）

⑲ 別紙4既存設備と導入設備の比較表（実績）

⑳ 第13号_事業効果報告書

㉑ 第14号_財産処分承認申請書

① 申請書作成ガイド（入力項目の説明）

② 補助対象要件及び申請書類チェック表

③ 第1号_交付申請書 （別記第１号様式）

④ 第2号_事業計画書 （別記第２号様式）

⑤ 第3号_収支予算表 （別記第３号様式）

⑥ 第4号_暴力団誓約書 （別記第4号様式）

⑦ 第5号_事前着手届 （別記第５号様式）

⑧ 別紙1CO2排出量算出シート（交付）

⑨ 別紙2既存設備と導入予定設備の比較表（交付）

⑩ 第6号_計画変更承認申請書 （別記第６号様式）

ю

01_R7_youshiki
0418.xlsx

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
「申請様式」のエクセルファイルは、全部で、ご覧の21のシートで構成されています。その中で、申請時にご記入いただくものは、赤字の②から⑥、⑧と⑨の７つのシートです。�補助金の交付決定前にやむを得ず事業に着手する場合は、⑦の別記第５号様式・事前着手届もご提出ください。



申請書の記入項目について

例１）別記第１号様式 交付申請書 例2）別記第3号様式 収支予算表

手入力項目

自動入力（リンクまたは自動計算）

プルダウン（リスト）から選択

я

チェックボックスにチェックボックスに を入れる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
シートは、記入項目が4種類あり、入力方法の違いで色分けされています。�ベージュの枠は、必要な情報、数字を直接入力いただく項目です。薄い青の枠は、自動的に参照、もしくは計算して入力される項目ですので、入力は不要です。�オレンジの枠は、プルダウンリストから該当する項目をお選びください。黄色はチェックボックスになっていますので、チェックを入れてください。正しく入力すると黄色からグレーに変わります。ご提出される申請書類は、該当する書類の入力欄にすべて記入し、空欄が無いよう確認のうえ、ご提出ください。また、数値などは、添付するすべての資料と整合性がとれるように記入をお願いいたします。なお、すべての申請書類に、押印は不要です。それでは、各様式の記入にあたっての注意点についてご説明いたします。



別記第1号様式 交付申請書ё

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、第1号様式、補助金交付申請書についてご説明します。



別記第1号様式 交付申請書

7 4 24

日付（申請日）は提出する日付を記入

法人の場合：登記簿上の住所
個人事業主：確定申告書類の住所

法人の場合：代表取締役
個人事業主：代表など

950-8650
新潟市中央区新光町4－1

株式会社〇〇〇〇〇〇

代表取締役 □□□ □□

申請する枠どちらかひとつをチェック

別記3号様式「収支予算表」から自動入力866,000

令和4〜6年度事業採択の有無をチェック
採択有の場合は、採択額を記入

ђ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
申請日は、提出する日付をご記入ください。�提出日と異なる場合は、修正していただくことになりますので、ご注意ください。�申請者の住所は、法人の場合、登記簿上の住所です。個人事業主の場合は、確定申告書などの住所をお書きください。�設備の設置場所ではございませんのでご注意ください。�１の補助事業の内容は、通常枠・特別枠のいずれかにチェックをお願いします。２の事業採択の有無については、令和4年度～令和６年度の本補助⾦の採択の有無をチェックいただき、採択されている場合は、令和4年度～令和６年度の補助⾦合計額をご記⼊ください。３の補助⾦申請額は、後ほどご説明する「収⽀予算表」から⾃動的に⼊⼒されますので、ご記⼊は不要です。



別記第1号様式 交付申請書

総務部

法人の場合：部署名
個人事業主：屋号

課長 △△  △△△

025-123-4567 025-123-1234

法人の場合：担当者の役職と氏名
個人事業主：代表と氏名

abcde@xxxx.co.jp

通知書類や書類不備時の連絡アドレスを記載
ExcelやPDFが閲覧できるメールアドレス限定

ѓ
866,000

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
連絡先の所属名称欄は、ご担当の部署名、個人事業主の場合は屋号をご記入いただき、空欄にしないようにお願いします。�担当者職・氏名の欄は、ご担当者の役職名とお名前、個人事業主の場合は、お名前の前に代表とご記入ください。�電話番号は、事務局から連絡や確認が入る場合がありますので、日中連絡が取れる番号で記入してください。�メールアドレスは、通知書類や申請書類の修正箇所の連絡に使います。原則として、ご提出いただく際のアドレスをご記入ください。�なお、事務局から、ExcelやPDFなどの書類を添付してお送りする場合がございますので、スマートホンなどのアドレスではなく、こうしたファイルの閲覧が可能なパソコンのアドレスを設定してください。



別記第2号様式 事業計画書є

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続いて、第2号様式、事業計画書についてご説明します。



別記第2号様式 事業計画書

1業種のみチェック
複数の業種に該当する場合は
主な業種をチェック

株式会社〇〇〇〇〇〇

5,000,000 個人事業主は記入不要
10

個人事業主で1人の場合は
0ではなく１と記入

特別枠で申請する場合は
省エネ診断の受診日を記入

28.76

別紙1 CO2排出量算出シートから自動入力

ѕ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
業種欄は、1業種にチェックしてください。複数の業種に該当する場合は、主な業種にチェックをお願いします。資本金・出資金欄は、個人事業主の方は記入不要です。個人事業主の方で、おひとりで経営されている場合、従業員数は0人ではなく、1人とご記入ください。�特別枠で申請される方は、省エネ診断を受診した日付を記入してください。�直近1年分のCO2排出量は、後ほど説明する「別紙1、CO2排出量算出シート」から自動で入力されますので記入は必要ありません。



別記第2号様式 事業計画書

2023 1 2021 12,000,000 2,300,000 -13

①2022年の1月以降の任意の1ヶ月が②2019年～2021年の同1ヶ月より減少していること

※売上等が減少していることの根拠資料の提出

і

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
売上等の減少状況の減少率については、2022年の1月以降の任意の1ヶ月が、2019年から2021年の同一の1ヶ月と比較して減少していることが条件です。自動計算される③の減少率がマイナスになっていることを確認してください。�また、ここで記入した売上等についての根拠資料を忘れずに提出してください。



別記第2号様式 事業計画書

▲▲工場に設置している空調設備を、高効率空調設備に更新する。

併せて、▲▲工場内の窓に内窓を設置する

株式会社〇〇〇〇〇〇 ▲▲工場

長岡市沖田２－●－●

設置する事業所を記載

複数の場合は「▲▲工場他」と記入

7
7
8

5
7
1

25
10
13

設置業者に確認したスケジュールを記入

эь

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
設備変更概要は、「どこ」の「何」を更新するか、簡潔に記入してください。�⾼効率空調への切り替えと同時に、断熱窓への更新、屋根・天井等に施工する遮熱・断熱対策工事をする場合のみ、ありにチェックをお願いします。�事業概要の「補助対象事業を実施する事業所欄」は設備を設置する事業所を記載してください。複数の事業所を申請する場合は、「何々工場他」、のように記入してください。実施スケジュール欄については、設置業者の方にご確認いただいたスケジュールを記入してください。なお、支払完了予定日は、令和8年1月13日までに設定してください。



別記第3号様式 収支予算書ээ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
第3号様式、収支予算書についてご説明します。



別記第3号様式 収支予算書

事業には関連するが対象外経費

対象経費に含めず自己負担等

「事業経費」欄には記入

「補助対象経費」欄は「0」

【対象外経費項目】

・処分費または廃棄費

・フロンガス回収費

эю

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
２の支出、経費配分に関する注意事項です。�申請要領で説明している通り、補助対象は設計費、設備費、工事費に該当する費用です。それぞれ、分けてご記入をお願いします。事業には関連するが対象外経費であるものや対象経費に含めず自己負担するものなどは、「事業経費」欄には記入し、「補助対象経費」欄は「0」としてください。�特にご注意いただきたいのは、既存設備の撤去に係る費用です。設備の撤去費用は補助対象ですが、設備自体の処分や廃棄の費用は補助対象外です。ご覧の通り、撤去費と処分費を分け、処分費については、補助対象経費欄を「0」とご記入ください。設備業者の方にも、撤去費と処分費の項目を分けた見積書を提出いただくよう要請してください。�またフロンガスの回収費なども対象外となりますので、こちらも分けて、対象経費欄は「0」とご記入ください。「A」の補助対象経費合計は、自動で計算されます。�補助率は、ドロップダウンリストから申請する枠の種類をお選びください。「C]の補助上限額、および補助金交付申請額は自動で計算されます。



別記第3号様式 収支予算書

「自己資金」 ＝ 「補助対象経費合計（A）」ー「補助金交付申請額（BまたはC)」

●●市▲▲▲▲補助金

эя

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
１の収⼊欄には、２の⽀出で算出した、補助対象経費合計（A）の値と、１の収⼊の合計（A）の値が⼀致するよう、自己負担額をご記⼊ください。借入金の場合は「借入金」にご記入ください。他の自治体などの補助金収入がある場合には、その他欄のカッコ内に自治体名をご記入いただき、金額をご記入ください。



別紙1 CO2排出量算出シート

令和6年4月から令和7年3月の令和6年度分
または申請月の前月までの一年間

設置場所の事業所で使用している
すべてのエネルギー値を記入

эё

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
別紙１、CO2排出量計算シートについてご説明します。�エネルギーの使用に伴うCO2排出量は、令和6年4月から令和7年3月の令和6年度分または申請月の前月までの一年間分をご記入ください。切り替え予定設備に関するCO2の排出量だけでなく、設置場所の事業所において使用している、すべてのエネルギーについてご記入ください。�この情報は「新潟県エコ事業所表彰制度」の参加申し込みでも提出が求められています。それぞれの数字に齟齬が生じないようにご確認ください。



別紙1 CO2排出量算出シート

電力の調達先事業者名を記入 調整後排出係数を記入

調整後排出係数は、環境省ホームページ

「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) － R5年度実績－」参照

（https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf）

※環境省HP記載の係数×1000＝０．XXX
の単位で入力してください。

эђ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
東北電力以外の電力会社を利用している場合は、2段目の欄に、電力の購入先事業者名、使用量をご記入いただき、２のCO2排出原単位の欄に、該当の電力会社の調整後排出係数を入力してください。�調整後排出係数については、環境省のホームページにある「電気事業者別排出係数、(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) 、令和5年度実績」をご確認ください。なお、このCO2排出原単位の入力の際は、環境省ホームページ記載の係数に対し、1000を乗じた数字でのご記入をお願いします。



別紙2 既存設備と導入予定設備の比較表

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（SII）

令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業 『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧

(https://sii.or.jp/setsubi06r/search/)

эѓ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
別紙2、既存設備と導入予定設備の比較表についてご説明します。既存設備、導入予定設備とも、メーカーホームページなどから仕様書を入手し、仕様書に記載されている消費エネルギー量、出力・能力および設備の台数をご記入ください。導入予定設備については、一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページ、令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業  『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧に登録されているかをご記入ください。



別記第5号様式 事前着手届эє

950-8650
新潟市中央区新光町4－1
株式会社〇〇〇〇〇〇
代表取締役 □□□ □□

7 5 1

7 5 20

課長 △△  △△△

025-123-1234

総務部

025-123-4567

abcde@xxxx.co.jp

7 5 1

導入予定設備は発注から納入まで約２か月を要し、設置場所となる

▲▲工場の繁忙期である８月より前に設置を完了させるためには、

早期の発注が必要であるため。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
申請受付状況などにより、結果の通知に時間を要し、交付決定の時期によっては、事業期間が短くなる場合がございます。予めご了承のうえ、事業期間内に完了できる見込みを持って申請いただくようお願いします。�補助金を申請する事業は、補助金の交付が決定してから、正式な発注、着手をお願いしていますが、やむを得ず交付決定前に事業に着手する場合は、必ず着手前までに、この「事前着手届」に、事前着手の理由、着手予定年月日をご記入いただき、提出をお願いします。「事前着手届」の提出前に、事業に着手した場合、補助対象とすることができませんのでご注意ください。�



補助対象要件及び申請書類チェック表эѕ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
すべての記入が終わりましたら、補助対象要件及び申請書類チェック表で、記入漏れや不足する書類がないかの確認を行ってください。「添付済み」の欄で、提出書類は「◯」を選択し、提出しない書類は「ー」を選択してください。設備業者の方が、代理で申請を行っている場合は、下段に連絡先のご記入をお願いします。



ファイル名の付け方

1～8.申請書類一
式(株式会社〇〇
〇〇〇〇).xlsx

申請書類の提出方法

①チェック表に記載の番号を先頭に

1～8.申請書類一
式(株式会社〇〇
〇〇〇〇).xlsx

1～8.申請書類一
式(株式会社〇〇
〇〇〇〇).xlsx

1～8.申請書類一
式(株式会社〇〇
〇〇〇〇).xlsx

②書類名と申請事業者名を表示

③Ecxelファイル形式は変更しない

эі

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
最後に、申請書類の提出方法についてご説明します。まず、提出いただく書類のファイル名についてです。それぞれの申請書類は、先ほどご説明した、チェック表に記載の番号を先頭につけ、次に書類名と申請される事業者のお名前を付けてください。なお、Excelのファイルは、形式を変更せず、そのままご提出ください。可能な場合は、フォルダに申請書類かっこ申請事業者名と名前を付け、すべてのファイルを収めた上で、ZIP圧縮してご提出ください。



申請書類の提出方法

差出人アドレスは申請書記載のもの

ファイル名にも事業者名を明記

必ず添付書類で

件名にも事業者名を明記

複数に分けて送る場合は

価格高騰補助金申請（株式会社〇〇〇〇〇〇）1/3

など、送信通数を記載

юь

es7@eecp.or.jp

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
続いて、メール送信についてご説明します。メールは、第1号様式　交付申請書で記入したメールアドレスから送信してください。�なお、代理申請の場合は、補助対象要件及び申請書類チェック表の下段に記入した、代理申請者の連絡先アドレスから送信してください。件名は、価格高騰補助金申請（申請事業者名）と記入します。また、添付書類のタイトルにも申請者名を記入してください。申請書類は必ず添付ファイルとして送信してください。メール本文に直接貼り付けないようご注意ください。なお、データが大きく、複数回に分けて送信する場合は、件名の末尾に、送信するメール通数が分かるよう、3分の1、3分の2、3分の3などと記入するようにしてください。



ご不明な点は
補助金事務局へお問合せください

当ホームページの専用お問合せフォーム

電子メール es7@eecp.or.jp

お問合せ専用ダイヤル ьђьדяьі юדюѓђь
【受付時間】 10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日除く）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
以上で、申請書類の記載方法に関する説明は終了です。申請にあたって、ご不明な点については、本補助金のホームページにある、専用のお問合せフォーム、もしくはお問合せ専用ダイヤル「050‐3092‐2650」にお問い合わせください。添付する書類については、別の動画でご説明しますので、併せてご覧ください。
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